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平成 23年 8 月 24日 

各 位  

不動産投資信託証券発行者名  
 東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 3 番 1 号 
 ユ ナ イ テ ッ ド ・ ア ー バ ン 投 資 法 人 
代 表 者 名  
 執  行  役  員 田  中  康  裕 
（コード番号：8960） 
資産運用会社名  
 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 
代 表 者 名  
 代表取締役会長兼社長 阿  部  久  三 
問い合わせ先  
 ﾁｰﾌ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｵﾌｨｻｰ 夏  目  憲  一 
  TEL. 03-5402-3189 

 

 

資産運用ガイドライン（資産運用会社における内規）の一部改定に関するお知らせ 

 

 

ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用

会社であるジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、本日、

その内規である資産運用ガイドライン（以下「資産運用ガイドライン」といいます。）の一部を下記のとお

り変更する旨決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．資産運用ガイドラインの主要な変更内容及び変更理由 

本投資法人は平成 23年 8月 31 日開催予定の本投資法人の第 6回投資主総会（以下「本投資主総会」

といいます。）において、本投資法人の規約（以下「規約」といいます。）の一部変更に係る議案を

付議する予定です（規約変更議案の詳細については、平成 23 年 7 月 21 日付で公表の「規約変更及び

役員の選任に関するお知らせ」をご参照ください。）。 

当該議案が可決された場合、本投資法人の投資対象資産の種類及び範囲が拡大又は明確化すること

となり、当該変更に伴う投資基準等に関して資産運用ガイドラインを修正する必要が生じることから、

資産運用ガイドラインの一部変更を行うものです。 

また、上記変更の他、字句・文言等の統一及び明確化等の修正も併せて行います。    

※変更内容の詳細につきましては、別紙の「資産運用ガイドライン新旧対照表」をご参照ください。また、上記

規約一部変更に伴い、本投資法人は、資産運用会社との間の資産運用委託契約の変更に係る合意書を締結する旨

本日付で決議しております。その詳細につきましては、本日付「資産運用委託契約一部変更に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

２．資産運用ガイドラインの変更日 

平成 23年 8 月 31日（予定） (注) 

(注)資産運用ガイドラインは、本投資主総会において規約の一部変更に係る議案が可決されることを条件として

変更いたします。 

 
 

以 上 

 
＊ 本資料の配布先 ： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 
＊ 本投資法人のホームページアドレス ： http://www.united-reit.co.jp 

http://www.united-reit.co.jp/
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【別紙】 

資産運用ガイドライン新旧対照表 
 

（注：変更前・変更後ともに、変更のある箇所のみ記載しており、それ以外の規定に関しては記載を省略しております。

なお、下線は変更箇所を示します。） 

 

変  更  前 変  更  後 

ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社（以下

「資産運用会社」といいます）は、ユナイテッド・

アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます）

と締結した資産運用委託契約に基づいて、本投資法

人の規約に定める基本方針を踏まえ、資産運用会社

の社内規程として、資産運用ガイドラインを制定い

たします。なお、資産運用ガイドラインは、不動産

市場・資本市場・金融市場の現況と推移、一般経済

情勢や不動産関連商品の市況、本投資法人の財務内

容等を総合的に考慮して定められた、本投資法人の

資産運用に係る基本方針を示した社内規程であり、

今後これらの状況の変化に即して、本投資法人の規

約及び本投資法人との資産運用委託契約の規定を

踏まえつつ機動的に改定を行います。 

 

1． 基本方針 

不動産、不動産の賃借権又は地上権及び信託受益

権の信託財産である不動産（以下「投資対象不

動産」といいます）の取得にあたり、本投資法

人は、中長期にわたり安定収益の確保を図るこ

とを目標とし、そのため、投資対象不動産の用

途及び投資地域の双方において、その時々の経

済情勢・不動産市場動向等に応じた最適なポー

トフォリオの構築を目指し、各種リスクの軽減

を図った資産運用を行います。また、以下のと

おり、投資対象不動産の用途と投資地域におい

て分散された、いわゆる総合型ポートフォリオ

を目指します。 

 

2． 投資態度 

（1）～（2）（記載省略） 

（3）本投資法人の投資する不動産及び信託財産となる

不動産（不動産を除く不動産等（以下に定義する。）

及び不動産対応証券（以下に定義する。）の裏付け

となる不動産を含みます。）の用途は、主として商業

ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社（以下

「資産運用会社」といいます。）は、ユナイテッド・

アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）

と締結した資産運用委託契約に基づいて、本投資法

人の規約に定める基本方針を踏まえ、資産運用会社

の社内規程として、資産運用ガイドラインを制定い

たします。なお、資産運用ガイドラインは、不動産

市場・資本市場・金融市場の現況と推移、一般経済

情勢や不動産関連商品の市況、本投資法人の財務内

容等を総合的に考慮して定められた、本投資法人の

資産運用に係る基本方針を示した社内規程であり、

今後これらの状況の変化に即して、本投資法人の規

約及び本投資法人との資産運用委託契約の規定を

踏まえつつ機動的に改定を行います。 

 

1． 基本方針 

不動産、不動産の賃借権又は地上権及び信託受益

権の信託財産である不動産、不動産の賃借権又

は地上権（以下「投資対象不動産」といいます。）

の取得にあたり、本投資法人は、中長期にわた

り安定収益の確保を図ることを目標とし、その

ため、投資対象不動産の用途及び投資地域の双

方において、その時々の経済情勢・不動産市場

動向等に応じた最適なポートフォリオの構築を

目指し、各種リスクの軽減を図った資産運用を

行います。また、以下のとおり、投資対象不動

産の用途と投資地域において分散された、いわ

ゆる総合型ポートフォリオを目指します。 

 

2． 投資態度 

（1）～（2）（現行のとおり） 

（3）本投資法人の投資する不動産（不動産を除く不動

産等（規約第28条第2項に定義されるものをいいま

す。）、不動産対応証券（規約第28条第3項に定義

されるものをいいます。）、特定社債券（資産の流動
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施設（小売、卸売、飲食、サービス等の用に供する

施設を含む。）、オフィスビル、ホテル、住居、その他

とします（規約第 27条第 3項）。 

 

 

 

 

（4）（記載省略） 

（5）本投資法人は、不動産等への投資に際しては、充

分なデュー・デリジェンス（詳細調査等をいいます。

以下同じ）を実施し、その投資価値を見極めた上

で、投資環境等に応じてその投資を決定します（規

約第 27条第 4項）。 

 

（6）本投資法人の運用にあたっては、投資対象不動産

のうち不動産及び不動産を信託する信託の受益権

への投資を基本としますが、投資環境、資産規模等

によっては、その他の不動産等（投資対象不動産の

うち不動産及び不動産を信託する信託の受益権を

除いたものをいいます。）及び不動産対応証券への

投資を行います（規約第 27条第 5項）。 

 

（7）本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証券

（投資信託及び投資法人に関する法律において定

義される意味を有します。以下同じ。）に係る償還

金、利子等、匿名組合出資持分に係る分配金、不

動産の賃貸収入その他収入金を再投資することが

できるものとします（規約第 27条第 6項）。 

 

3．運用方針 

（1）ポートフォリオ運用基準 

①保有期間 

原則として中長期保有を目的とした不動産等

及び不動産対応証券の特定資産（以下「運用

資産」といいます）の取得を目指し、短期売

却を目的とする資産取得を行わないものとし

ます。なお、「不動産等」とは、本投資法人

の規約第 28 条第 2 項に規定する資産をいい、

「不動産対応証券」とは、同規約第 28 条第 3

項に規定する資産をいいます。 

化に関する法律に定めるものをいいます。）及び不

動産関連ローン等資産（規約第 28条第 4項に定義

されるものをいいます。）の各裏付けとなる不動産を

含みます。）の用途は、主として商業施設（小売、卸

売、飲食、サービス等の用に供する施設を含みま

す。）、オフィスビル、ホテル、住居、その他とします

（規約第 27条第 3項）。 

（4）（現行のとおり） 

（5）本投資法人は、不動産等、不動産対応証券、特定

社債券及び不動産関連ローン等資産への投資に

際しては、十分なデュー・デリジェンス（詳細調査等

をいいます。以下同じ。）を実施し、その投資価値を

見極めた上で、投資環境等に応じてその投資を決

定します（規約第 27条第 4項）。 

（6）本投資法人の運用にあたっては、不動産等のうち

不動産及び不動産を信託する信託の受益権への

投資を基本としますが、投資環境、資産規模等によ

っては、その他の不動産等（不動産等のうち不動産

及び不動産を信託する信託の受益権を除いたもの

をいいます。）、不動産対応証券、特定社債券及び

不動産関連ローン等資産への投資を行います（規

約第 27条第 5項）。 

（7）本投資法人は、その運用する資産の売却代金、有

価証券（投資信託及び投資法人に関する法律にお

いて定義される意味を有します。以下同じ。）に係る

償還金、利子等、匿名組合出資持分に係る分配

金、不動産の賃貸収入その他収入金を再投資する

ことができるものとします（規約第 27条第 6項）。 

 

3．運用方針 

（1）ポートフォリオ運用基準 

①保有期間 

原則として中長期保有を目的とした不動産

等、不動産対応証券、特定社債券及び不動産関

連ローン等資産の特定資産（以下「運用資産」

といいます。）の取得を目指し、短期売却を目

的とする資産取得を行わないものとします。 
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   ②取得基準 

（イ）用途 

（前略） 

但し、安定収益の確保に資する運用資産で

かつポートフォリオ構成上必要な運用資産を

取得する場合は、一時的に前記の比率を超

過する場合があります。 

（ロ）投資地域 

（前略） 

但し、安定収益の確保に資する運用資産で

かつポートフォリオ構成上必要な運用資産を

取得する場合は、一時的に前記の比率を超

過する場合があります。 

（後略） 

（2）具体的投資基準 

①投資対象不動産の属性 

（イ）（記載省略） 

（ロ）オフィスビル 

a .立地 

首都圏及び政令指定都市をはじめとする全

国の主要都市を投資対象エリアとします。 

特に、東京都心 6 区（千代田区、港区、中央

区、新宿区、渋谷区、品川区）に所在するも

のに重点投資を行います。 

首都圏及び政令指定都市以外の全国の主

要都市に所在するものに関しては、その都市

で充分な競争力のあるものに限定して投資を

行います。 

b.その他  

内外装のグレード感、天井高、設備仕様（電

気容量、空調方式、通信回線数、セキュリテ

ィー等）等のビルの仕様が、当該ビジネスエリ

アの中で充分な競争力を持っているものを投

資対象とします。その上で、投資対象不動産

毎に、個別の立地特性による地域性、代替テ

ナント確保の容易性、地域の将来性等を総

合的に考慮した上で、投資を行います。 

（ハ）～（ホ）（記載省略） 

 

 

     ②取得基準 

（イ）用途 

（前略） 

但し、安定収益の確保に資する投資対象不

動産でかつポートフォリオ構成上必要な投資

対象不動産を取得する場合は、一時的に前

記の比率を超過する場合があります。 

（ロ）投資地域 

（前略） 

但し、安定収益の確保に資する投資対象不

動産でかつポートフォリオ構成上必要な投資

対象不動産を取得する場合は、一時的に前

記の比率を超過する場合があります。 

（後略） 

（2）具体的投資基準 

①投資対象不動産の属性 

（イ）（現行のとおり） 

（ロ）オフィスビル 

a .立地 

首都圏及び政令指定都市をはじめとする全

国の主要都市を投資対象エリアとします。 

特に、東京都心 6 区（千代田区、港区、中央

区、新宿区、渋谷区、品川区）に所在するも

のに重点投資を行います。 

首都圏及び政令指定都市以外の全国の主

要都市に所在するものに関しては、その都

市で十分な競争力のあるものに限定して投

資を行います。 

b.その他  

内外装のグレード感、天井高、設備仕様（電

気容量、空調方式、通信回線数、セキュリテ

ィー等）等のビルの仕様が、当該ビジネスエリ

アの中で十分な競争力を持っているものを投

資対象とします。その上で、投資対象不動産

毎に、個別の立地特性による地域性、代替テ

ナント確保の容易性、地域の将来性等を総

合的に考慮した上で、投資を行います。 

（ハ）～（ホ）（現行のとおり） 
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②投資額（取得する運用資産の取得価格） 

（イ）1運用資産あたりの最低投資額 

1 運用資産あたりの最低投資額は、不動

産又は信託受益権を対象とする場合は、

原則として、用途毎にそれぞれ、商業施

設は 15億円以上、オフィスビルは 20 億

円以上、ホテルは 15 億円以上、その他

（住居は含まれません。）は 15 億円以

上としますが、不動産対応証券を対象と

する場合は、原則として 1億円以上とし

ます。用途が住居である不動産又は信託

受益権の場合は、上記①（ニ）記載の戸

数の基準を充たすものであれば取得価

格にはこだわらないものとします。な

お、その属性、収益性等に鑑みて優良で

あると判断される運用資産に関しては、

本項の基準を充たしていなくても投資

対象とします。 

   （ロ）1運用資産あたりの最高投資額 

1 運用資産あたりの最高投資額は、原則

として当該運用資産取得後の運用資産

への投資額累計の 40％以下とします。投

資額累計は、前期末における保有運用資

産の最新の不動産鑑定士による評価額

（価格調査による調査額）の総額に当期

に取得した運用資産の取得時における

鑑定評価額（不動産鑑定業者の調査価格

その他合理的且つ客観的に算定された

評価額を含むものとします。以下本②に

おいて同じ。）の合計及び新たに投資す

る運用資産の取得時における鑑定評価

額を加算して求められた額とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②投資額（取得する運用資産の取得価格） 

（イ）1運用資産あたりの最低投資額 

1 運用資産あたりの最低投資額は、投資

対象不動産を対象とする場合は、原則と

して、用途毎にそれぞれ、商業施設は 15

億円以上、オフィスビルは 20 億円以上、

ホテルは 15 億円以上、その他は 15億円

以上としますが、住居については、上記

①（ニ）記載の戸数の基準を充たすもの

であれば取得価格にはこだわらないも

のとします。その他運用資産を対象とす

る場合は、原則として 1 億円以上としま

す。なお、その属性、収益性等に鑑みて

優良であると判断される運用資産に関

しては、本項の基準を充たしていなくて

も投資対象とします。 

 

 

  （ロ）1 運用資産あたりの最高投資額 

1 運用資産あたりの最高投資額は、原則

として当該運用資産取得後の運用資産

への投資額累計の 40％以下とします。投

資額累計は、前期末における保有運用資

産の最新の不動産鑑定士による評価額

（価格調査による調査額）の総額に当期

に取得した運用資産の取得時における

鑑定評価額（不動産鑑定業者の調査価格

その他合理的且つ客観的に算定された

評価額を含むものとします。以下本②に

おいて同じ。）の合計及び新たに投資す

る運用資産の取得時における鑑定評価

額を加算して求められた額とします。な

お、不動産鑑定士による鑑定評価額や調

査価格を用いることができない資産の

場合は、一般に公正妥当と認められる企

業会計の慣行により付されるべき価格

を用いるものとします。 
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（ハ）取得価格の制限 

不動産又は信託受益権に投資する場合

の取得価格は、鑑定評価額を参考に判断

いたしますが、ポートフォリオのパフォ

ーマンスの向上につながるか否かにつ

き中長期的な観点から評価を行い、また

投資利回りを重視し、総合的に投資判断

を行います。 

スポンサー関係者から取得する場合の

取得価格は、鑑定評価額と同等か又はそ

れ未満の金額としますが、第三者から取

得する場合は、鑑定評価額を上回って取

得する場合があります。なお、「スポン

サー関係者」とは、資産運用会社の社内

規程である「スポンサー関係者との取引

に関するインベストメント委員会内規」

において定義される意味を有します。 

 ③（記載省略） 

（3）デュー・デリジェンス 

資産運用会社は、運用資産を取得するに際して、デ

ュー・デリジェンスを行うことを予定しています。デュ

ー・デリジェンスに際しては、本投資法人の費用負担

において弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、エン

ジニア、マーケットリサーチャー等専門家に調査を依

頼し、様々な視点から精緻な調査を行うものとします。 

デュー・デリジェンスにおける調査項目は、原則として

以下の表に記載する事項とします。但し、個々の記載

事項は投資対象不動産の用途・個別特性によってそ

の重要性が異なることがあり、以下の表に記載する全

ての項目について調査を行うとは限りません。また、

記載事項以外の調査を行うこともあります。 

以下の表に記載する項目は、運用資産の取得の判断

にあたっての調査項目であり、本投資法人が取得す

る運用資産が、その特性又は取得の状況等によっ

て、結果的に以下の項目の一部について基準を満た

さないこともあります。たとえば、耐震性については、

原則として新耐震基準適合又は同水準以上の不動

産を投資対象としますが、耐震補強工事実施済（取

得後に工事実施が可能な場合を含みます。）の不動

産についても投資対象不動産とします。 

（ハ）取得価格の制限 

投資対象不動産に投資する場合の取得

価格は、鑑定評価額を参考に判断いたし

ますが、ポートフォリオのパフォーマン

スの向上につながるか否かにつき中長

期的な観点から評価を行い、また投資利

回りを重視し、総合的に投資判断を行い

ます。 

スポンサー関係者から取得する場合の

取得価格は、鑑定評価額と同等か又はそ

れ未満の金額としますが、第三者から取

得する場合は、鑑定評価額を上回って取

得する場合があります。なお、「スポン

サー関係者」とは、資産運用会社の社内

規程である「スポンサー関係者との取引

に関するインベストメント委員会内規」

において定義される意味を有します。 

 ③（現行のとおり） 

（3）デュー・デリジェンス 

資産運用会社は、運用資産を取得するに際して、デ

ュー・デリジェンスを行うことを予定しています。デュ

ー・デリジェンスに際しては、本投資法人の費用負担

において弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、エン

ジニア、マーケットリサーチャー等専門家に調査を依

頼し,様々な視点から精緻な調査を行うものとします。 

デュー・デリジェンスにおける調査項目は、原則として

以下の表に記載する事項とします。但し、個々の記載

事項は投資対象不動産及びその他運用資産の裏付

けとなる不動産の用途・個別特性によってその重要

性が異なることがあり、以下の表に記載する全ての項

目について調査を行うとは限りません。また、記載事

項以外の調査を行うこともあります。 

以下の表に記載する項目は、運用資産の取得の判

断にあたっての調査項目であり、本投資法人が取得

する運用資産が、その特性又は取得の状況等によっ

て、結果的に以下の項目の一部について基準を満た

さないこともあります。たとえば、耐震性については、

原則として新耐震基準適合又は同水準以上の不動

産を投資対象としますが、耐震補強工事実施済（取

得後に工事実施が可能な場合を含みます。）の不動
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 別表 （記載省略） 

（4）（記載省略） 

（5）売却方針 

①（記載省略） 

②個々の運用資産の売却は、中長期的な不動産市

況、将来における収益予想、資産価値の増減及

びその予測、立地エリアの将来性・安定性、不

動産の劣化又は陳腐化に対する資本的支出額等

の見込み並びにポートフォリオの構成を考慮の

上総合的に判断します。 

尚、賃貸事業収支が悪化した保有物件に関して

は、以下の基準を設け、売却を検討するものと

します。 

（イ）（記載省略） 

（ロ）（記載省略） 

（6）財務方針 

①借入れ及び投資法人債の発行 

（イ）本投資法人は資産の効率的な運用及び運用

の安定化を図るため、運用資産の取得資金、

賃貸を行う投資対象不動産に係る工事代

金、敷金、保証金の返済、分配金の支払、

本投資法人の費用の支払、借入金及び投資

法人債の債務の履行を含む債務の返済及び

運転資金を使途として、借入れを行い又は

投資法人債（短期投資法人債を含みます。

以下同じ。）を発行できます。但し、借入

金と投資法人債の限度額はそれぞれ 1 兆円

とし、かつ、その合計額は 1 兆円を超えな

いものとします。 

（ロ）～（ヘ）（記載省略） 

（7）賃貸方針 

①優良テナントを選別すること。 

新規テナントとして入居を希望する法人・個人の業

種、業容、業績、財務状況等の信用情報について

充分に精査を行った上で賃貸借契約を締結するこ

と。 

②（記載省略） 

（8）（記載省略） 

以 上 

産についても投資対象とします。  

別表 （現行のとおり） 

（4）（現行のとおり） 

（5）売却方針 

①（現行のとおり） 

②個々の運用資産の売却は、中長期的な不動産市

況、将来における収益予想、資産価値の増減及

びその予測、立地エリアの将来性・安定性、不

動産の劣化又は陳腐化に対する資本的支出額等

の見込み並びにポートフォリオの構成を考慮の

上総合的に判断します。 

尚、賃貸事業収支が悪化した投資対象不動産に

係る保有物件に関しては、以下の基準を設け、

売却を検討するものとします。 

（イ）（現行のとおり） 

（ロ）（現行のとおり） 

（6）財務方針 

①借入れ及び投資法人債の発行 

（イ）本投資法人は資産の効率的な運用及び運用

の安定化を図るため、運用資産の取得資金、

賃貸を行う不動産及び信託受益権に係る信

託財産である不動産に係る工事代金、敷金、

保証金の返済、分配金の支払、本投資法人

の費用の支払、借入金及び投資法人債の債

務の履行を含む債務の返済及び運転資金を

使途として、借入れを行い又は投資法人債

（短期投資法人債を含みます。以下同じ。）

を発行できます。但し、借入金と投資法人

債の限度額はそれぞれ 1兆円とし、かつ、そ

の合計額は1兆円を超えないものとします。 

（ロ）～（ヘ）（現行のとおり） 

（7）賃貸方針 

①優良テナントを選別すること。 

新規テナントとして入居を希望する法人・個人の業

種、業容、業績、財務状況等の信用情報について

十分に精査を行った上で賃貸借契約を締結するこ

と。 

② （現行のとおり） 

（8）（現行のとおり） 

 以 上 
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附 則 

 

1． 制定 平成 15年 11月 20日 

2． 改定 平成 16年 10月 29日 

3． 改定 平成 19年 3 月 27日 

4． 改定 平成 19年 8 月 30日 

5． 改定 平成 19年 11月 27日 

6． 改定 平成 21年 8 月 28日 

7． 改定 平成 22年 1 月 18日 

7． 改定 平成 22年 6 月 29日 

 

附 則 

 

1． 制定 平成 15年 11月 20日 

2． 改定 平成 16年 10月 29日 

3． 改定 平成 19年 3 月 27日 

4． 改定 平成 19年 8 月 30日 

5． 改定 平成 19年 11月 27日 

6． 改定 平成 21年 8 月 28日 

7． 改定 平成 22年 1 月 18日 

8． 改定 平成 22年 6 月 29日 

9． 改定 平成 23年 8 月 31日 

 

 


